
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

《提出先・お問合せ先》 

麻生区役所まちづくり推進部企画課（麻生区役所３階 ３８番窓口） 

川崎市麻生区万福寺１－５－１ 

℡０４４―９６５―５１１２  ＦＡＸ０４４―９６５―５２００ 

メール：73kikaku@city.kawasaki.jp 

麻生区市民提案型協働事業 

令和８年度募集案内 

令和８年 １月９日（金） ～ ２月１６日（月） 
募集 

期間 

上限額 

スタートコース ２０万円(税込)以内 

ステップアップコース ５０万円(税込)以内 

相談は随時受付中 

制度の内容をよく知っていただくためにも、 

初めて応募する場合には、必ず一度ご相談ください。 

下記、問合せ先までご連絡をお待ちしています。 

mailto:73kikaku@city.kawasaki.jp
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麻生区では、地域課題の発見と解決を図り、より住みよいまちづくりを推進することを目的に、

地域の団体と協働して提案型事業に取り組む「麻生区市民提案型協働事業」を実施します。 

この事業は、地域の団体から提案事業を募集し、審査委員会での選考を経たうえで、選定された

事業について川崎市（麻生区役所）と提案した団体が協定を結び、提案した団体と協働して実施す

るものです。 

 

※団体の自主活動に資金を提供する補助事業・助成事業とは異なります。 

なお、「かわさき市民活動センター」（https://www2.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/） 

では、「かわさき市民公益活動助成金」を募集中です。 

また、「麻生市民交流館やまゆり」（https://yamayuri.ne.jp/）でも「新たな地域コミュニティ

づくりにつながる事業」に対し助成を行います（２月から募集開始）。 

 

 

 

区が行える業務の範囲内で、提案団体と区が協働で行うことにより、地域の課題解決につながる

もの。 

例：地域の防災力の向上、地域の子育て支援、地域における高齢者の健康づくりなど 

ただし、次のいずれかに該当する事業は対象になりません。 

(1) 麻生区役所が業務を所管していないもの 

(2) 国、地方公共団体、外郭団体、企業、団体等から当該事業の委託又は補助助成を受けている、若し

くは受ける見込みのあるもの 

(3) 営利目的又は特定の個人や団体のみが利益を受けるもの 

(4) 政治活動又は宗教活動を目的としたもの 

(5) 事業実施を伴わない調査・研究のみのもの 

(6) 施設等の建設や整備を目的としたもの 

(7) 麻生区の区域内で既に事業実施されているもの 

(8) 公序良俗に反するもの 

(9) 同一事業で３年を超えるもの(２コース通算) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の目的と概要 １ 

２ 募集する事業 

https://www2.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/
https://yamayuri.ne.jp/
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 対象コース(全２コース)の概要 
 
 
 
 
助成メニュー スタートコース ステップアップコース 

助成額 20 万円以内 

（10 万円前後の少額での応募も可） 

 

対象経費の 80％以内 

かつ 50 万円以内 

団体申請資格 
 

活動開始３年未満 

※応募締切日時点で３年未満 

 

麻生区の区域内において事業を実施できる団体で、次の要件を満たすもの 

(1)  ３人以上の会員で組織していること 

(2)  団体の運営に関する定款又はこれに相当する書類を備えていること 

(3)  予算及び決算を適正に管理していること 

(4) 団体又はその代表者が、契約を締結する能力を有する者又は破産者で復

権を得ている者であること 

(5)  団体又はその代表者が、川崎市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞

納していないこと 

(6)  宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主

たる目的としないこと 

(7)  政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的

としないこと 

(8)  特定の公職（公職選挙法（昭和 25年法律第 100 号）第３条に規定する公

職をいう。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは

公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを

目的としないこと 

(9） 川崎市暴力団排除条例（平成 24 年川崎市条例第５号）第２条第１号に規

定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員、同条第３号に規定する

暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第

７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる団体でな

いこと 

(10) 神奈川県暴力団排除条例（平成 22年神奈川県条例第 75号）第 23 条第１

項又は第２項に規定する行為をしている団体でないこと 

(11) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方

が上記(9)及び(10)の規定に該当しないことを知りながら、当該者と契約

を締結している団体でないこと 

(12) 公序良俗に反しない団体であること 

 
 

３ 提案できる団体 

これから始めたい又は始め

たばかりの団体向け 
さらに活動を拡大したい、規模の

大きい事業をしたい団体向け 
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協定締結日（令和８年５月上旬予定）から令和９年３月２日（火）まで 

 

 ※ 負担金額の振込は協定締結後、６月頃となります。 

 ※ 実施期間内に事業を完了させる必要があります。 

 ※ 次年度以降も同様の事業の継続を希望する場合は、年度ごとに事業の提案を行い、選定され 

る必要があります。ただし、継続期間は通算で３回までとします。 

 

 

 

 

 (1) 事業の実施に必要な経費を負担します。 

金額（負担金）は、１事業あたりスタートコースが２０万円以内、ステップアップコースが

５０万円以内 ※ 消費税及び地方消費税を含む。 

【計上できる経費】 ※詳細は、別紙１「事業経費の詳細について」を参照 

① 謝礼金等     ② 旅費・交通費  ③ 消耗品費  ④ 印刷製本費 ⑤ 通信運搬費 

 ⑥ 使用料・賃借料 ⑦ 保険料     ⑧ その他経費 

(2) 事業経費は、実施事業選定後に事業の内容や経費に関する提案団体と区役所の協議・調整に

より決定しますので、提案時の事業見積書に記載された金額どおりにならない場合があります。 

(3) 協定書の締結後、負担金を概算払いで団体の口座に振り込みます。※余剰金がある場合は、

速やかに戻入してもらうことになります。 

(4) 団体が事業を実施する上で、必要な情報の提供、関係機関・団体との調整や、イベントや講

演会の開催案内・参加者募集などを行う際に、必要に応じて、市政だより麻生区版や麻生区ホ

ームページなどで広報します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 実施期間 

５ 区役所の役割と事業経費 
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申請フォーム 

 

 

 

募集開始 1 月 9 日（金） 
募集に関する相談は随時お受けします。 

初めて提案する団体は、事前にご相談ください。 

募集締切 2月 16日（月） 所定の書類を麻生区役所企画課に提出してください。 

第 1 次審査 3 月下旬まで 麻生区役所が書類により要件審査を行います。 

事前協議 4 月上旬まで 
提案団体と麻生区役所関係課との間で事業内容の確

認・調整や経費の精査などを行います。 

第 2 次審査 4 月中旬 
団体による提案事業の発表（公開プレゼンテーショ

ン）、審査委員会での審査を行います。 

最終決定・ 

選考結果通知 4 月下旬 
麻生区長が最終決定・選考結果を団体に通知します。 

区役所との調整 事業内容、負担金額などを協議・調整します。 

協定の締結 5 月上旬～ 協定を締結します。 

事業の実施 
5 月上旬～ 

3 月 2 日（火） 
 

 

 

 

 

(1) 提出書類 

① 企画提案書（第１号様式） 

② 事業計画書（第２号様式） 

③ 事業見積書（第３号様式） 

④ 団体概要書（第４号様式） 

⑤ 団体に関する確認書（第５号様式） 

⑥ 団体の定款又はこれに相当する書類（規約、会則など）及び役員名簿（様式自由） 

⑦ 令和６年度（もしくは令和７年度）の団体の活動報告書（様式自由） 

⑧ 令和６年度（もしくは令和７年度）の団体の収支決算書（様式自由） 

   ※ ①～⑤の様式は、麻生区ホームページからダウンロードもできます。 

    （麻生区トップページ「麻生区市民提案型協働事業」で検索） 

   ※ ⑦～⑧は、前年度の活動実績がない場合は不要 

(2) 募集期間 

  令和８年１月９日（金）～ ２月１６日（月） 

 (3) 提出方法 

  直接窓口まで持参、郵送、申請フォームのいずれかの方法で提出ください。 

  窓口受付時間：平日の午前８時３０分～午後５時 

 (4) 提出先 

  麻生区役所企画課（麻生区役所３階３８番窓口）：麻生区万福寺１－５－１ 

  ※初めて提案する団体は、事前にご相談ください。事前相談のご予約は、電話、メール等にて受  

け付けています。 

６ 応募から事業実施のスケジュール 

７ 応募方法 
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(1) 第１次審査は、団体が提出した書類により麻生区役所が要件審査を行います。ただし、必要

に応じて、内容確認の連絡をすることがあります。 

(2) 第２次審査は、書類及び応募団体による公開プレゼンテーションにより「川崎市麻生区市民

提案型協働事業審査委員会」が審査を行います。 

 (3) 第２次審査の審査結果を考慮し、麻生区長が選定事業を最終決定します。 

   

※ 第２次審査の審査基準は、別紙２「第２次審査の審査基準」をご参照ください。第２次審査    

の日程等の詳細につきましては、応募団体に別途通知します。 

※ 選考結果の効果は、令和８年第１回市議会定例会における、本事業に係る予算の議決を要し

ますので、あらかじめご了承ください。 

※ 選定にあたっては、予算の範囲内で決定します。 

  

 

 

 

(1) 本事業は、実施団体と麻生区役所がお互いを理解・尊重し、対等な関係のもとで実施します。

そのため、協定を締結する前に、事業目的を共有し、それぞれの役割や責任、経費負担などを明

確にする協議を行います。その結果によっては、事業内容や負担金額などを変更する場合があ

ります。 

 (2) 事業内容や負担金額などが確定した後に、協定を締結し、定められた内容に沿って事業を実

施することになります。 

 

 

 

 

 実施団体は、事業実施途中に中間報告書（第６号様式）、事業の完了後に実施結果や収支決算の報

告を事業結果報告書（第７号様式）により行うことになります。また、収支決算の報告書と併せて、

支出の証拠書類（領収書やレシートなど）の確認のため、提出を行うことになります。 

翌年の３月中旬には事業報告会に出席して、これまでの取組や実績の報告を行うことになります。 

 

 

 

 

 選考過程や事業実施の公正性、透明性を高めるため、麻生区役所ホームページなどで、企画提案

書（第１号様式）、事業見積書（第３号様式）等の公表を予定しています。また、事業実施団体につ

いては、事業結果報告書（第７号様式）等の公表も予定しています。 

その他、本事業の募集、実施などにかかわって提出された書類は、川崎市情報公開条例に基づき、

個人情報等を除いて公開されることがあります。また事業の写真も麻生区役所ホームページ等で公

開されることもあります。 

 

 

８ 選考方法 

９ 協定の締結 

10 事業の報告 

11 事業内容の広報・情報公開 
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（別紙１） 

事業経費の詳細について 

項  目 基   準 

謝礼金等 

・講師等への謝礼、出演料、コーディネーター料、調査・研究等に係る謝礼等 

 ※「事業計画書（第２号様式）」に掲げる団体役職員、運営スタッフへの支払いは

認められません。 

※事業実施に必要な経費のみが対象となります。 

旅費・交通

費 

・移動等に係る交通費、通行料金等 

 ※「事業計画書（第２号様式）」に掲げる団体役職員、運営スタッフも計上の対象

となります。 

消耗品費 
・事務用品、材料などの購入費 

 ※１つあたりの単価は２万円以下に限る。 

印刷製本費 ・チラシ、ポスター、資料などの作成費や印刷費 

通信運搬費 ・通知や資料の送付などに必要な切手代 

使用料・ 

賃借料 
・会議室、機材、機材運搬に使用する車両などの使用料、レンタル料 

保険料 ・イベントの開催に伴う行事保険やボランティア保険などの保険料 

その他経費 ・上記の項目以外で事業実施に必要な経費 

※会議や打ち合わせは、必要に応じて、市民館や麻生市民交流館やまゆり等の会議室の賃借料を計

上してください。 

※その他経費が必要な場合は、事前に区役所にご相談ください。 

※最終的に経費として計上できる区の負担金額は、協定締結前の協議で確定します。 
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第２次審査の審査基準 

項 目 審査の視点 

点数 

スタート 

コース 

ステップア

ップコース 

事

業

の

方

向

性 

課題・目的の 

的確性・妥当性 

・提案内容が、麻生区における地域の課題を的確に捉

えているか 

・事業目的が、麻生区役所との協働事業として実施す

るのに妥当であるか 

5 点×4 5 点×3 

先駆性・新規性 

【新規事業】 

・提案内容に先駆性や新規性があり、地域の課題を解

決するモデル事業として開始するのにふさわしいか 

【継続事業】 

・前年度事業に先駆性や新規性を加えて、事業を発展

させているか 

5 点×4 5 点×3 

協働の必要性・

効果 

・提案団体の役割と区に期待する役割が明確かつ妥当

であり、協働で取り組むメリット（きめ細かいサー

ビスの提供、地域の実情に即した的確なサービスの

提供など）が期待できるか 

・多くの区民に対する具体的な効果や他の地域、団体

への広がりなど相乗効果・波及効果が期待できるか 

5 点×2 5 点×3 

事

業

の

実

現

性 

事業の具体性 

・事業の実施方法、スケジュール等が具体的に計画さ

れており、達成が可能な事業であるか 

・地域の住民や団体等の理解・協力が得られる事業か 

5 点×4 5 点×3 

団体の実施能力 
・提案団体は、事業を実施する能力（人員、知識、経験

等）を有しているか 
5 点×2 5 点×2 

予算の適正性 

・経費の積算が、事業計画に対して適正に算定されて

おり、効率的な執行により、コストを抑えているか 

・自主財源による事業運営の工夫をしているか 

5 点×2 5 点×3 

事業の継続性 

・自立した事業展開に向けて、一般区民や他の市民活

動団体、企業などとのネットワークを広げ、連携し

ていく視点があるか 

・事業が終了した後も、自立的な事業または区の事業

に発展していくなど継続的な実施が期待できるか 

5 点×2 5 点×3 

合計  100 点 100 点 

※ 多様な地域課題に様々な手法で対応するという事業の趣旨から、「先駆性・新規性」は、新規事業と継

続事業で審査の視点が異なります。なお、継続事業については、実施回数の単純な増加は、「先駆性・

新規性」に含まれません。 

※ 審査委員は各項目５点満点（５点（特に優れている）、４点(優れている)、３点(標準)、２点(やや劣

っている)、１点(劣っている)）で採点し、評価項目は、重要性に応じて設定した倍数をかけ、点数の

合計により選考順位を決定します。 

※ 得点が６割（６０点）に満たない事業は選定しないものとします。 

 

（別紙２） 


